
転出届（郵送届出用）

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付きのもの１点

顔写真付きでないものの場合、健康保険資格確認書等に加えて年金手帳等その他１点の合計２点

② 返信用封筒（切手を貼り、送付先を記入したもの）　※特例の転出届の場合は不要です。

〒595-0805　大阪府泉北郡忠岡町忠岡東１丁目34番１号　忠岡町役場　住民人権課
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マイナンバーカードをお持ちの方

□　転出届の特例を希望します　←　ご希望の場合チェックしてくださ
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年　　月　　日
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忠岡町長様
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方書（マンション名等）

令和　　　年　　　月　　　日
　忠岡町での

　世帯主氏名

　　令和　　年　　月　　日　　　

大阪府泉北郡忠岡町

氏名（外国人住民の方は本名を記入）

　　　　　　（　　　　　　　）

※９時～17時に連絡のつく電話番号を必ずご記入ください

　本人・同一世帯員・その他（　　　　　　　）

※別世帯の方の届出の場合、委任状が必要です。
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転出届の特例を希望した場合、転出証明書は発行されませんので返信用封筒は不要で

す。マイナンバーカードを利用する転出届は、転出前（届出日より後の日付で転出す

る予定の場合）又は転出した日から14日以内でないと受理できません。14日を経過し

た場合は、通常の転出届により転出証明書の交付を受けてください。

世帯主が転出する

場合、右記の

世帯主変更届にも

ご記入ください。

（単身世帯を除く）

新続柄

申請者の本人確認

書類のコピー

送付先

添付書類
①

0725-22-1122


